
至急・重要 

愛 警 協 発 第 3 5 8 号  

                                               令 和 2 年 3 月 3 日 

 

 会 員 各 位 

一般社団法人愛知県警備業協会   

                      会 長  小 塚 喜 城   

 

   ３月実施の教育センターにおける法定教育の中止について 

 

謹 啓  

時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。 

 平素は、当協会の運営につきまして、格別のご支援、ご協力を賜り厚く御礼を申し

上げます。 

 さて、当協会におきましては、新型コロナウィルス感染症の発生を踏まえ、本年３

月に実施予定であった教育センターでの３月５日以降の新任及び現任教育を当面 

（３月中）の間、中止することといたしました。 

つきましては、上記教育の委託を予定している会員の皆様にありましては、自社  

教育による警備員教育を実施していただき、適正な教育管理及び関係書類の作成につ

いてご配慮いただきますようお願い申し上げます。業務ご多忙のところ恐縮には存じ

ますが、本件対応措置につきましてご了解賜りますようお願い申し上げます。 

敬 具 

              

 


